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令和７年度予算編成について 
 
 

１. 国の経済・財政状況 
我が国の経済は、昨年５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症

に移行されて以降、直近９月の内閣府『月例経済報告』においても「景気は、一部に足踏みが残
るものの、緩やかに回復している」とされ、回復基調を取り戻している。先行きについては、雇
用・所得環境が改善し、引き続き緩やかな回復が見込まれる一方、海外景気の下振れ、中東地域
をめぐる情勢、物価上昇等懸念材料も多い。 

また、日本銀行は、３月の金融政策決定会合で 10 年以上に及んだ異次元緩和に終止符を打ち、
７月末の同会合では政策金利を 0.25%に引き上げることを決定した。我が国は、「金利ある世界」
に回帰していくことになる。 

国の財政状況としては、歳出の増加に対して、歳入の不足分を国債発行に頼ってきたため、普
通国債残高は累増の一途をたどり、令和６年度末には 1,105 兆円に達する見込みである。国の債
務残高は、対 GDP 比で２倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にあるものの、税収が
４年連続で過去最高を更新し、令和７年度のプライマリーバランス（基礎的財政収支）黒字化が
視野に入るなど明るい兆しもある。 

本年上半期においては、能登半島地震、急速な円安と物価上昇による消費者マインドの委縮、
一部自動車メーカーの認証不正問題等の経済成長率を下押しする要因があったものの、内閣府が
９月に発表した本年４〜６月期の GDP 速報値は、前期比 0.7%（年率換算 2.9%）のプラスを確
保している。また、企業収益は過去最高を更新し、設備投資も 33 年ぶりに 104 兆円を超えるな
ど、企業部門は全体として好調さを維持し、本年の春季労使交渉では、平成３年以来 33 年ぶりの
高水準の賃上げが実現した。 

政府は、本年６月 21 日に閣議決定した『経済財政運営と改革の基本方針 2024 〜賃上げと投資
がけん引する成長型経済の実現〜』において、こうした前向きな動きを中小企業・地方経済等で
も実現し、バブル崩壊以降四半世紀にわたり続いたコストカット型の経済及びデフレから完全に
脱却し、経済を持続的な賃上げや活発な投資がけん引する民需主導の自律的な成長型の新たなス
テージへと移行させていく「千載一遇の歴史的チャンス」と捉えている。そのため、地方団体が、
DX・GX の推進、人への投資、地方への人の流れの強化、能登半島地震の教訓を踏まえた防災・
減災の取組の強化、こども・子育て支援や地域医療の確保、地域経済の好循環や持続可能な地域
社会の実現等の重要課題に対応しつつ、安定的な財政運営ができるように、令和６年度地方財政
計画の水準を下回らないよう実質的に同水準の一般財源総額を確保する方針を示した。 
 
２. 地方の財政状況 

『令和６年版地方財政白書』によると、令和４年度の地方公共団体の普通会計の純計決算額は、
歳入 121 兆 9,452 億円（前年度 128 兆 2,911 億円）、歳出 117 兆 3,557 億円（同 123 兆 3,677 億
円）となっており、前年度と比べると新型コロナウイルス感染症対策関連経費の減少等により、
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歳入、歳出ともに減少した。令和２年度以降大幅に増加した歳入歳出が、令和元年度以前の水準
に戻る方向へ推移しているといえる。地方債残高は前年度から 2.0％減となったものの、141 兆
7,384 億円と依然として厳しい状況にある。 

令和７年度については、本年８月 30 日総務省『令和７年度の地方財政の課題』の「地方財政収
支の仮試算」によると、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額については、令和６
年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準が確保され、対前年度比 1.3 兆円増の
67.0 兆円となっている。地方財政の規模は、前年度より 2.3 兆円増の 96.0 兆円で、歳入は、地方
税が前年度比 3.5％増、地方交付税が 1.7％増となっている。歳出では、一般行政経費が 3.7％増
(社会保障関係費等の増)、投資的経費が前年度と同額となっている。 

また、岐阜県の令和５年度一般会計歳入決算は、好調な景気や物価高騰の影響による国内消費
額の増加を背景とした個人県民税や地方消費税の増により、県税収入が増加し、過去最高となっ
たほか、国経済対策などを踏まえた追加交付により地方交付税が増加した。一方で、新型コロナ
ウイルス感染症対策関連の国庫支出金の減少や、臨時財政対策債をはじめとした県債発行の抑制
などから、全体では減少となっている。歳出についても、新型コロナウイルス感染症対策関連事
業が減ったことによる衛生費や商工費の減、県庁舎建設事業の完了による総務費の減から全体で
は減少となったものの、公債費は令和３年度以降増加しており、令和５年度末の県債発行残高は
１兆 7,185 億円（前年度１兆 7,295 億円）と高水準にある。実質公債費比率も 8.3%で前年度から
1.1 ポイント悪化した。 

 
３. 瑞浪市の財政状況と課題 

地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにする財政健全化判断比率については、本市
の令和５年度決算における指標は、４指標ともに健全な範囲内であった。実質公債費比率は 2.3％
で前年度と変わらず、将来負担比率については算定されず、早期健全化基準を大幅に下回ってい
る。市債残高は、令和５年度末の普通会計で 124 億６千万円、前年度比 3.0％の減、特別会計等を
合わせた市全体の市債残高は 190 億５千万円、前年度比 4.9％の減となった。 

令和５年度決算の歳入は、法人市民税が 22.4％伸びたため、市税収入が 53 億 7 千万円、前年
度比７千万円、1.3％の増となった。地方交付税は、国税収入が伸びたことによって、42 億 6 千万
円、前年度比 3.9％の増となった。 

歳出では、人件費の上昇や物価高騰等により経常経費が 3 億７千万円増加し、財政の柔軟性を
示す指標である経常収支比率が 90.9％と、前年度から 1.9 ポイント悪化した。今後も少子高齢化
の加速に伴う社会保障関係経費や老朽化した公共施設の維持管理経費の増加が想定され、財政の
硬直化が懸念される。さらに、東濃中部病院の建設、瑞浪駅周辺の再開発、道の駅整備等の大規
模事業が見込まれ、その財源の確保が大きな課題となっている。 

令和３年度に、20 年にわたり交付されてきた瑞浪超深地層研究所に係る電源立地地域対策交付
金（令和３年度交付額５億７千万円）が終了した。これにより、令和４年度から令和９年度まで
財政調整基金を取り崩して、激変緩和を図りつつ、段階的に通常の財政収支に戻していくことと
している。また、令和７年度予算における一般財源総額は 120 億円程度を見込んでいるが、今後、
大規模事業が本格化していく中で、令和 10 年度頃まで厳しい財政運営が続くことになる。 
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このため、自主財源の確保や国・県に補助制度の新設・拡充の要望を行う等、歳入の確保にこ
れまで以上に取り組むとともに、事務経費の細部までの見直しや行政 DX の推進による事務の効
率化、経常経費の削減に努め、安定した財政基盤の確立に努めなければならない。 
 
４. 令和７年度予算編成における基本方針 

令和７年度予算編成に当たっては、非常に厳しい財政運営が見込まれるため、職員一人ひとり
が本市の財政状況を十分に理解し、危機感を持って予算編成に臨まなければならない。市税やふ
るさと寄附金をはじめ、積極的に財源の確保に努めるとともに、人件費上昇・物価高騰下にあっ
ても経常経費の削減に弛まず取り組むものとする。 

各事業については、コストの把握と事業効果の検証による事業手法の見直し（PDCA）により
事業費の縮減を図り、目的の達成された事業あるいは実質的に特定の団体や少数の受益者のみを
対象としているような事業については廃止するものとする。また、各事業の財源の把握に当たっ
ては、安易に前年度の例に従うことなく、国・県の補助制度等の動向に十分注意を払い、適正に
積算するものとする。 

新規事業については、スクラップアンドビルドを徹底し、現行事業に充てられている一般財源
の範囲内で行うものとする。事業目的を明確化したうえで合理的根拠に基づく立案（EBPM）に
より、効果的・効率的な支出（ワイズスペンディング）に努めなければならない。 

投資的経費は、第７次総合計画（以下「７次総」という。）の実施計画に位置付けされた事業を
優先的に予算化する。しかしながら、一般財源の状況は非常に厳しく、実施計画どおりの予算配
分は難しい状況である。 

少子高齢化社会においては、行政サービス全体の量的な拡大は難しい。しかし、このような中
でも、特に、SDG s 推進施策、DX・GX 推進施策、子育て支援施策、シティプロモーション推進
施策、防災・減災施策、地域活力の向上につながる施策等に、市民との協働を推進しつつ、積極
的に取り組まなければならない。限られた財源を重点的かつ効率的に配分し、質的に充実したメ
リハリのある予算編成を目指し、７次総に掲げられた各種の目標の達成につながる予算となるよ
う、以下の事項を遵守して予算編成を行うものとする。 
 
（１）総括的な事項 

① 予算要求書は公文書であり、情報公開の対象となる。事業概要・効果、積算根拠等内容を
精査し、簡潔明瞭な表現を用い、広く市民に説明できるものを作成すること。 

② ７次総に掲げられた５つの横断的視点（SDG s の推進、DX・GX の推進、シティプロモー
ションの推進、行政改革の推進、協働の推進）、２つの重点施策（安心して子どもを産み育て
られる環境づくり、地域の魅力をオールみずなみで発信）及び５つのまちづくりの基本方針
（人・未来を育むまちづくり、魅力あふれるまちづくり、生涯活躍のまちづくり、活気みな
ぎるまちづくり、持続可能なまちづくり）が、予算編成においても総合的な指針となるので
留意すること。 

③ 歳入歳出全般にわたりゼロベースで見直しを行うこと。収入の確保に努めるとともに、時
代に即した住民の負託に応えられる施策・事業の展開を図ること。 
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④ 歳出（事業）の予算要求は、10 万円または 100 万円単位（原則切り捨て）とする。また、
既存事業について、事業費が 20 万円未満のものについては、廃止または統合すること。 

⑤ 入札や見積徴取時の予定価格設定が必要なものを除き、決算額ベースで予算要求し、不用
額の抑制に努めること。 

⑥ 経常的経費と臨時的経費は別事業に計上すること。混在させることのないよう注意するこ
と。 

⑦ 新規事業（ソフト）については、スクラップアンドビルドを徹底し、事業目的を明確化し
たうえで合理的根拠に基づいて、現行事業の廃止または縮小によって確保した一般財源の範
囲内で予算要求すること。７次総実施計画に計上されている事業であっても例外ではない。 

⑧ ７次総実施計画に計上されている事業であっても、事業内容や積算等が不明確なもの、計
画で充当した特定財源を確保できないもの、計画額を超えるものは認められない。積算の根
拠となる書類を必ず添付すること。しかしながら、実施計画決定後の社会経済情勢の変化に
より、やむを得ないと認められる合理的理由がある場合は予算要求を認める。ただし、まず
は当初計画額の範囲内に収まるよう創意工夫すること。 

⑨ 予算執行率の低い事業や予算流用元となった事業については、事業の廃止や縮減を必ず行
うこと。 

⑩ 会計年度任用職員については、経常的な予算要求は認められない。事務の簡素化・効率化
や職員の事務配分の見直し等、業務遂行体制の改善を図ったうえで、なおやむを得ない場合
にのみ、事前に秘書課と協議のうえ要求すること。なお、秘書課承認案件であっても、予算
が保障されるものではない。 

⑪ 国・県の補助制度があるからといって、安易に事業化しないこと。10/10 の全額補助でな
ければ、一般財源が必要になることを念頭に置くこと。事業の緊急性・必要性を勘案し、本
市にとって真に必要で効果の上がるもののみを事業化すること。また、関係機関と連携を深
め、最新の情報を把握し、補助対象事業費・補助金額の的確な積算を行うこと。 

⑫ 予算要求書は、担当職員のみで作成することなく、課・係等の責任者が充分に内容を把握
し、必要に応じ関係部署との調整をしたうえで提出すること。 

 
（２）歳入に関する事項 

① 市税 
今後の経済情勢・税制改正等の動きに充分留意しつつ、過去の実績等を踏まえ、課税客体・

課税標準額を的確に把握し積算すること。滞納整理の着実な実施等、従前にもまして税負担
の公平性の確保に努めるとともに、効率的な課税・収納体制の整備と正確な事務の執行に努
めること。 

② 地方譲与税・ゴルフ場利用税・地方交付税等 
国の予算や地方財政計画及び税制改正の大綱、また過去の実績等を勘案し、適正な収入見

込額を計上すること。 
③ 分担金及び負担金 

事業の性格、受益の程度、他事業との均衡に配意するとともに、他市の状況を勘案し必要
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な見直しを行い、負担の適正化に努めること。 
④ 使用料及び手数料 

物価の推移、当該事務処理に係るコストの状況に照らして、実態に即していないものにつ
いては、負担の公平性確保の面から検討し適正化を図ること。 

⑤ 国庫支出金・県支出金 
国・県の予算編成の状況を注視し、補助対象事業の内容・補助基本額・補助率等を的確に

把握し、適正な収入見込額を計上すること。安易に前年度の例に従うことなく、最新の補助
制度の内容を確認すること。 

⑥ 財産収入 
財産の現況を正確に把握し、財産売払収入については時価に即した適正な価格を、財産貸

付収入については昨今の経済情勢を考慮のうえ、適正な額を算定すること。 
⑦ 寄附金 

ふるさと寄附金については、過去の実績、市場の趨勢や寄附強化の取り組みのために費や
したコスト等を加味し、今後の推移を適正に積算し、計上すること。 

⑧ 市債 
事業の必要性・事業効果はもとより、交付税措置にも配意して適債事業を選定するととも

に、 健全な財政運営を図るため、適正な範囲内で予算計上すること。また、将来的な公債費
負担を勘案し、資金調達方法等を十分検討のうえ、より低コストの資金調達や、償還額の平
準化等を図ること。 

⑨ その他 
国・県以外の公的団体や民間団体による助成制度についても、積極的に情報収集を行い、

市の施策事業への活用を検討すること。過去の実績等も勘案して、金額の多少にかかわらず
漏れなく収入見込額を計上すること。 

 
（３）歳出に関する事項 

① 人件費 
定員適正化計画は、正職員のみを対象としており、人件費の適正化・効率化の観点からは、

当計画に拠るだけでは不十分である。よって、予算編成に当たっては、会計年度任用職員等
の正職員以外の職員を含めて、より厳格な定員管理が必要となるので留意すること。 

新たな行政需要、施設の新増設等への対応は、原則として職員配置転換等により対応し、
安易に会計年度任用職員の要求を行わないこと。また、職員研修、人事評価制度の活用など
人材育成の取り組みを積極的に推進すること。さらに、組織の見直しや、AI・RPA 等のデジ
タル技術を活用した事務の簡素化・効率化を図るとともに、施設の管理運営をはじめ各種の
事務事業についても、経費の節減効果を十分検討のうえ、指定管理者制度やアウトソーシン
グの導入・拡大を図り、行政体制の再構築を進めること。 

② 物件費 
経常的な事務・管理経費については、特に事務消耗品等は徹底した削減を図ること。ペー

パーレス化を促進するため、日頃の意識改革と業務内容の見直しを行い、紙の削減に努める
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こと。各課等においては、事務消耗品費、燃料費、電気代等の削減方策を個別具体的に検討
し、予算見積書の「予算見積概要の 3)事務事業等見直し及び改善事項」欄に必ず記入するこ
と。 

公共施設の管理運営は、公共施設等総合管理計画に沿って、長期的な視点を持ち、更新や
統廃合、長寿命化を推進していく中で、財政負担の軽減と平準化を図ること。 

物品のリースについてはコピーパフォーマンス契約以外、経常経費抑制のため買取につい
ても検討すること。 

委託料については、費用対効果を十分に検討し、人件費等の経費削減効果の高いものは積
極的に導入を図ること。経費削減の効果額を記載するとともに、その積算においては人件費
や労務管理等、法令遵守の徹底を図り積算根拠を明示すること。特に、指定管理者制度を導
入している施設については、諸般の情勢を勘案し、適切に費用の積算を行うこと。また、施
設修繕に係る経費負担を明確にしておくとともに、施設管理が安全かつ適切に行われるよう
に指導を徹底すること。 

電算処理システムの改良・新規導入については、事前に企画政策課デジタル推進係と協議
のうえ予算要求すること。 

旅費、食糧費については、以下の通りとする。 
(ア) 旅費 県内の宿泊、長距離の複数人の出張は認めない。出張の場所・目的を明確に

し、正確な積算を行うこと。各種の審議会委員等の視察研修については、任期中１回と
し削減に努めること。また、オンライン研修を積極的に活用すること。 

（イ） 食糧費 官公庁間（公務員）及び職員(特別職を除く。)に対する食糧費は原則認めら
れない。食糧費の必要となる会議の出席人数は最小限に抑え、昼食をはさむ会議・研修
等は計画しないこと。また、夜の会食は厳に慎むこと。会議時の飲み物については、ペ
ットボトル飲料を限度とする。 

③ 補助費等 
負担金、補助金及び交付金については、その財源の大部分が一般財源であることに留意し、

交付基準、負担金及び交付金の基本方針に従い、必ず規則・要綱等を整備し終期を設定する
こと。また、その目的・事業効果を検証し、適切に対応すること。 

運営補助金は、法令等(条例、規則を含む)で別に定めのあるものを除き、予算は認められな
い。 

事業補助金は、要綱等に従い、終期及び評価の結果等を記載すること。交付金については
「市の実施すべき事業」の規定に合致するもののうち、費用対効果等を十分に検証し、当該
交付金の規則に基づき、評価の結果等を記載のうえ予算要求すること。 

次に掲げるものは廃止すること。 
（ア） 奨励的な補助金で概ね５年を経過し、当初の補助目的を達成したもの。 
（イ） 補助・交付金で効果に疑問のあるもの、及び公的関与の範囲を超えていると認められ

るもの。 
（ウ） 補助・交付金で受益者が少数で固定されているもの(扶助的なものを除く。)や、趣味

サークル・同好会の要素を含む団体に対するもの。 
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（エ） その会費等の一部であっても、その使途が公費で賄われることに疑問がある負担金（個
人の資格に係る加入団体への負担金など。)。 

④ 扶助費 
扶助費については、国・県等の試算や過去の支給状況等を参考に、制度に従い適切に積算

し計上すること。特定財源についても、国や県へ要望をする等確保に努め、適切に計上する
こと。 

⑤ 維持補修費 
維持補修費については、法令や公共施設等総合管理計画に従い、計画的に執行することと

し、市民の安全・安心と利便性の向上のため、施設等の管理に十分注意を払い、施設管理者
として適切に対応すること。また、施設の維持補修費は、都市計画課営繕係の査定を参考に
予算化するため、保守点検等により指摘のあった修繕や突発的な故障に対応する費用、軽微
なものを除いて、査定のないものについては、予算要求しないこと。毎年発生する補修等の
経費は、過年度の状況等から適切な金額を計上すること。耐用年数を大幅に超えるような建
物附属設備(電気施設、給排水施設、冷暖房設備等)に係る維持補修費は、各施設の管理者が常
に状況を確認し、適切な時期に予算計上すること。 

⑥ 投資的経費 
投資的経費は、７次総実施計画に位置付けられる事業に優先的に予算配分するものとし、

その中でも市長マニフェストに掲げる施策事業に重点を置く。しかし、当初予算では人件費、
扶助費、公債費に代表される義務的経費を優先する必要があるため、投資的経費については
残りの一般財源の範囲内で予算化することになる。 

国や県の補助事業については、投資効果や超過負担の有無、あるいは事務負担等を勘案し、
計画的に事業実施に当たること。市単独事業については、特に必要性、緊急性の高い事業を
重点的に選定し、実施する予定である。なお、大規模建設事業の予算要求に当たっては、実
施設計等に基づき要求すること（実施設計等のないものは、予算は認められない)。 

普通建設事業においては、市民サービスを優先し早期に目的となる事業を完了するという
観点から、設計から建設に至る実施時期や特定財源の確保（補助申請）等のスケジュール管
理をしっかりと行い、効果の高いタイミングで事業が行えるよう努めること。財政的にも有
利となる時期、条件も考慮し、柔軟な計画を立てること。債務負担行為を活用するなどし、
設計と施工に無駄な空白期間を設けることなく事業を進めること。 

また、施設整備に当たっては、その整備費用とその後の運営費を合わせて費用の圧縮を図
り、それらに係る費用の回収についても総合的に検討すること。 

施設の建設、改修等に係る事業で、都市計画課に設計・監理等の委託を要する案件は、予
算要求前によく調整のうえ、必要な経費のみ予算要求すること。 

⑦ 備品購入費 
備品については、購入備品名を明示し、必要な理由及び積算の根拠を記し予算要求するこ

と。執行に当たっては原則第２四半期までに購入するものとし、第３四半期以降に購入予定
の場合は、その理由を積算欄に記載すること。また、購入備品の変更及び入札差金の執行に
ついては厳に慎むこと。 
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特殊車両を除く公用車については、各部において削減の方向で検討すること。特定財源が
あったとしても、削減の検討がなされていなければ予算化しない。また、更新に当たっては
総務課管財係と協議すること。OA 機器についても、デジタル化の促進を図り、計画的に導
入・配置する必要があるため、企画政策課デジタル推進係と協議すること。 

⑧ その他 
長期継続契約については、複数年契約による経費の節減が図られるよう努めること。継続

費及び債務負担行為については、後年度の財政負担を義務付けるものであり、将来の財政運
営を圧迫する要因となるので、その設定については対象事業、限度額、後年度の財源確保の
見通し、契約時期等を慎重に検討のうえ要求すること。 

 
（４）特別会計・企業会計 

特別会計の予算編成については、一般会計に準ずるものとする。独立採算の原則に従い、公平
で適正な受益者負担のもと、これまで以上に合理化・効率化を図ること。特別会計の性格上、特
定の歳出に対して特定の収入を充てることにより成り立っていることから、過去の伸び率や周辺
自治体の実績等を複合的に勘案したうえで、制度改正等にも適切に対応した予算見積もりを行う
こと。 

企業会計については、所管課の予算作成方針に基づき、適切に予算編成を進められたい。なお、
特別会計と同様、独立採算が大前提であることに留意し、次期経営戦略の策定に併せて、使用料
の適正化を図られたい。一般会計からの繰出については、原則繰出基準の範囲内とする。ただし、
事業の性格上、やむを得ないものについては基準外繰出を認めるものであるが、繰出基準内・外
の経費の区分ごとに具体的に積算根拠を示して要求すること。 

実績と乖離した過大な予算要求、また、多額の不用額の発生は、一般会計の歳出を硬直化させ、
市民全体に不利益を与える結果となる。よって、令和７年度の基準外繰出については、水道事業
会計は１億円、下水道事業会計は２億円を上限とするので、この範囲内で予算編成されたい（範
囲内であっても予算が保障されるものではない。）。 
 

担 当 課 総務部総務課財政係 
直通電話 0572-68-9726 
内  線 328 
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7
0

備
　

　
　

考
地

方
交

付
税

等
左

の
う

ち
普

通
交

付
税

当
初

予
算

額
歳

出
決

算
額

市
税

決
算

額
伸

率

2
0

1
3
,6

9
5
,0

0
0

-
0
.9

2
3
,7

3
6
,2

5
0

-
1
2
.1

1
2
,8

3
3
,6

1
3

-
1
6
.8

2
2
,6

3
2
,3

5
2

4
.8

-
2
0
.6

5
,3

0
2
,9

8
1

2
.5

2
,1

7
7
,6

5
2

2
1

1
4
,0

0
0
,0

0
0

2
.2

2
3
,8

6
5
,7

2
0

0
.5

1
4
,9

4
2
,5

3
7

1
6
.4

2
4
,8

0
1
,4

2
9

4
.7

9
.6

5
,1

1
2
,1

2
7

-
3
.6

2
,2

7
9
,3

7
5

2
3

1
4
,0

5
0
,0

0
0

2
.4

2
4
,5

7
0
,7

0
0

4
.1

1
3
,8

5
4
,5

9
3

老
人

保
健

事
業

特
別

会
計

を
年

度
末

で
廃

止

3
.0

-
1
.6

2
3
,7

1
4
,2

8
1

1
.2

4
,9

3
2
,1

2
7

0
.0

2
,5

9
1
,0

5
6

1
0
.4

-
5
.5

2
4

1
3
,7

5
0
,0

0
0

-
2
.1

2
4
,6

8
1
,9

0
0

0
.5

1
3
,8

4
9
,0

7
3

3
.6

0
.0

2
3
,9

7
0
,4

3
0

1
.1

4
,8

1
6
,6

1
8

-
2
.3

2
,6

8
4
,9

9
9

2
.3

5
.6

2
6
,9

5
8
,6

6
4

7
.5

4
,8

6
2
,4

5
3

0
.4

2
,5

6
2
,7

9
2

2
5
,0

6
8
,1

5
7

4
.6

4
,8

4
3
,0

8
4

2
6

1
5
,5

4
0
,0

0
0

1
0
.4

2
7
,0

7
5
,3

0
0

9
.6

2
9

1
5
,8

8
6
,9

0
0

3
.6

2
8
,0

9
8
,3

0
0

0
.0

2
,7

2
3
,4

1
3

-
4
.3

1
5
,8

6
5
,6

5
8

-
0
.2

2
7
,6

0
4
,9

6
4

1
.8

4
,9

6
5
,0

2
3

2
.3

R
1

1
5
,4

1
0
,0

0
0

-
1
0
.6

2
6
,4

5
4
,8

0
0

-
6
.3

1
6
,0

7
8
,1

1
4

-
3
.2

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

特
別

会
計

を
年

度
末

で
廃

止
-
8
.4

2
7
,0

0
8
,1

4
3

-
4
.7

5
,3

4
9
,2

0
6

7
.8

2
,5

9
4
,0

9
9
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主
な

財
政

指
標

等
（

普
通

会
計

）

（
単

位
：
千

円
、

％
）

年
　

度
　

　
指

　
標

-
0
.
4

5
.
5

1
.
5

-
1
.
2

0
.
0

2
.
6

5
.
6

4
.
5

1
.
8

2
.
2

6
,
8
1
0
,
8
0
3

7
,
1
8
5
,
7
7
7

7
,
2
9
6
,
5
9
5

7
,
2
0
8
,
5
4
2

7
,
2
1
1
,
1
0
8

7
,
4
0
2
,
1
7
7

7
,
8
1
3
,
3
1
7

8
,
1
6
5
,
2
8
3

8
,
3
1
1
,
5
5
6

8
,
4
9
6
,
9
3
4

3
.
8

2
.
7

1
.
9

0
.
7

1
.
2

6
.
0

6
.
3

-
1
.
0

-
1
.
4

0
.
8

4
,
2
4
8
,
0
1
1

4
,
3
6
2
,
4
1
0

4
,
4
4
5
,
6
8
9

4
,
4
7
8
,
2
0
1

4
,
5
3
2
,
1
6
8

4
,
8
0
1
,
9
5
4

5
,
1
0
3
,
9
9
8

5
,
0
5
1
,
3
3
0

4
,
9
8
1
,
4
3
3

5
,
0
2
1
,
1
9
8

-
2
.
2

3
.
7

-
0
.
3

-
0
.
8

0
.
0

1
.
5

5
.
0

5
.
7

-
3
.
4

0
.
8

8
,
7
7
4
,
7
0
5

9
,
1
0
0
,
8
1
9

9
,
0
7
5
,
8
3
4

9
,
0
0
7
,
1
9
2

9
,
0
1
1
,
2
8
6

9
,
1
4
2
,
6
5
2

9
,
5
9
8
,
1
9
4

1
0
,
1
4
0
,
9
8
3

9
,
7
9
2
,
2
0
7

9
,
8
7
4
,
6
3
9

-
1
.
5

1
8
.
1

-
1
.
0

-
0
.
6

-
0
.
7

-
0
.
1

8
.
5

3
.
0

-
2
.
9

8
,
7
6
1
,
3
2
7

1
0
,
3
4
6
,
8
7
1

1
0
,
2
4
5
,
0
8
3

1
0
,
1
8
4
,
4
5
9

1
0
,
1
1
6
,
6
5
0

1
0
,
1
0
3
,
9
8
8

1
0
,
9
6
6
,
0
0
4

1
1
,
2
9
1
,
3
8
3

1
0
,
9
6
3
,
0
9
5

本
市

0
.
6
1

0
.
6
1

0
.
6
1

0
.
6
1

0
.
6
2

0
.
6
3

0
.
6
4

0
.
6
4

0
.
6
2

0
.
6
0

類
団

0
.
6
5

0
.
5
5

0
.
5
7

0
.
5
8

0
.
5
8

0
.
5
7

0
.
5
7

0
.
5
6

0
.
5
5

(
1
0
1
.
0
)

(
9
5
.
7
)

(
9
3
.
7
)

(
9
5
.
0
)

(
9
4
.
0
)

(
9
1
.
6
)

(
8
6
.
2
)

(
9
1
.
6
)

(
9
0
.
7
)

(
9
1
.
2
)

9
2
.
5

8
8
.
0

8
7
.
6

8
8
.
8

8
7
.
9

8
7
.
3

8
2
.
4

8
7
.
4

8
9
.
0

9
0
.
9

類
団

9
0
.
5

8
8
.
3

9
0
.
9

9
1
.
8

9
1
.
7

9
2
.
4

9
1
.
3

8
7
.
0

9
0
.
6

本
市

3
.
8

4
.
1

4
.
2

4
.
3

3
.
6

3
.
2

3
.
0

2
.
6

2
.
3

2
.
3

類
団

1
2
.
2

1
0
.
2

1
0
.
0

9
.
7

9
.
5

9
.
2

8
.
6

8
.
3

8
.
4

本
市

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

類
団

本
市

4
4
.
5

4
5
.
0

4
4
.
2

4
1
.
8

3
8
.
3

4
2
.
0

3
3
.
8

4
5
.
2

4
2
.
8

4
5
.
8

類
団

4
1
.
9

4
0
.
6

4
1
.
8

4
1
.
3

4
1
.
3

4
0
.
5

3
4
.
3

4
3
.
1

4
1
.
6

4
.
8

8
.
0

7
.
5

9
.
5

7
.
2

5
.
5

5
.
4

7
.
2

7
.
4

7
.
7

本
市

1
3
,
6
4
8
,
0
7
0

1
3
,
2
3
2
,
7
5
7

1
3
,
0
2
9
,
9
3
7

1
3
,
4
9
0
,
2
1
3

1
4
,
2
7
7
,
3
1
9

1
4
,
0
0
8
,
5
6
6

1
3
,
6
6
6
,
0
3
2

1
3
,
3
7
7
,
4
5
2

1
2
,
8
5
3
,
9
7
2

1
2
,
4
6
4
,
5
8
7

類
団

1
7
,
2
4
3
,
7
8
7

1
8
,
6
3
9
,
4
9
8

1
8
,
5
0
3
,
5
0
3

1
8
,
7
6
3
,
8
3
0

1
8
,
8
9
3
,
1
4
9

1
8
,
9
5
7
,
7
8
0

1
9
,
9
8
5
,
2
5
4

1
9
,
5
7
3
,
1
6
5

1
9
,
0
2
0
,
7
2
7

本
市

2
,
4
6
9
,
4
3
0

2
,
2
5
9
,
4
3
0

2
,
5
8
2
,
5
8
1

2
,
9
8
0
,
5
5
8

2
,
9
9
0
,
6
6
0

2
,
8
8
9
,
0
3
1

3
,
5
6
3
,
1
5
0

3
,
5
7
0
,
2
5
8

3
,
3
5
5
,
3
5
8

3
,
2
9
5
,
1
2
9

類
団

2
,
2
0
4
,
8
7
2

3
,
3
0
5
,
2
0
0

3
,
2
7
8
,
5
1
9

3
,
1
4
8
,
9
2
8

3
,
0
3
1
,
8
4
7

2
,
8
8
1
,
4
7
1

3
,
2
1
3
,
0
6
0

3
,
5
9
9
,
3
7
9

3
,
8
1
1
,
6
4
5

注
　

・
基

準
財

政
需

要
額

～
標

準
財

政
規

模
欄

の
上

段
は

対
前

年
度

伸
び

率
。

・
経

常
収

支
比

率
の

（
　

）
内

数
値

は
、

減
税

補
て

ん
債

・
臨

時
財

政
対

策
債

を
、

経
常

一
般

財
源

に
加

え
な

い
場

合
の

経
常

収
支

比
率

。

H
3
0

H
2
8

H
2
9

H
2
7

財
政

力
指

数
(
3
ヵ

年
平

均
)

基
準

財
政

収
入

額
（

含
錯

誤
額

）

基
準

財
政

需
要

額
（

含
錯

誤
額

）

H
2
6

実
質

公
債

費
比

率

類
団

実
質

収
支

比
率

市
債

現
在

高
(
普

通
会

計
）

義
務

的
経

費
構

 
成

 
比

将
来

負
担

比
率

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

財
政

調
整

基
金

・
減

債
基

金
現

在
高

経
常

収
支

比
率

本
市

標
準

財
政

規
模

本
市
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